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１．本市策定マニュアルの概要
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本市では，国ガイドライン等に基づき，以下のマニュアルを策定しております。
【本市策定マニュアル概要】
(1) 教育・保育施設等における (2) 保育所等における
食物アレルギー対応マニュアル 食事の栄養管理マニュアル

【主な内容】
①「食事摂取基準」とは
②「食事摂取基準」の活用の基本的
考え方
③保育所等におけるPDCAサイクル
を踏まえた食事提供
④保育所等における食事区分及び進
め方の留意点
⑤給与栄養目標量の設定
⑥食品構成基準の作成
⑦献立の作成
⑧食事の評価・改善 等
※国の「保育所における食事の提供
ガイドライン」や「事故防止ガイド
ライン」に基づき，具体的な栄養管
理方法，提供時に留意が必要な食材
等について周知するもの

【主な内容】
①食物アレルギーに関する基礎知識
②食物アレルギー対応の基本的な考え方
③食物アレルギー対応のながれ
④給食や食物・食材を扱う活動における留意点
⑤緊急時の対応
⑥様式 等

※国の「保育所におけるアレルギー対応ガイド
ライン」に基づき，具体的な食物アレルギー対
応について周知するもの

➨令和７年２月に一部改訂いたしました



２．令和７年２月一部改訂の主な内容➀〜➂
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①「新生児・乳児消化管アレルギー」，「口腔アレルギー症候群」，
「食物依存性運動誘発アナフィラキシー」の概要を追記（国ガイドライン参考）
〔B〕〔A〕

②消防機関等との連携について，国ガイドラインに対する補足を追記〔C〕

③弁当持参を検討する事案を追記（国ガイドライン参考）〔B〕〔A〕

国ガイドライン等に基づき追記（変更）：〔A〕
各施設対象に実施しているアンケート調査結果（毎年2月）又は各施設からの問合せに基づき変更：〔B〕
本市の教育・保育施設等の指導監査を踏まえた変更：〔C〕



２．令和７年２月一部改訂の主な内容④〜⑥
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➃食品表示法に基づく食品表示基準（特定原材料）の改定に伴う変更〔A〕
・令和５年３月に「くるみ」が特定原材料に追加され，加工食品への表示が義務
づけられたことを追記

・令和６年３月に特定原材料に準ずるもの（加工食品への任意表示）として，
新たにマカダミアナッツを追加し，まつたけを削除

⑤各施設における重大事故の報告先等の変更（保育課⇒子ども政策課）〔C〕

➅様式変更
【様式２〜５】
・保護者の押印欄を廃止〔B〕

【様式４】「食物アレルギー対応に関する同意書」
・生活管理指導表の更新の都度，保護者に同意書をもらうことについて追記〔C〕
・製造ラインの可否の項目を追記〔B〕



３．改訂内容の詳細(1)
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➨１食物アレルギーとは
（２）原因に記載している年齢群別原因食物
の表を最新の資料に基づき変更しました。

マニュアルP1第１章 食物アレルギーに関する基礎知識



３．改訂内容の詳細(2)
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➨国の「保育所におけるアレルギー対応
ガイドライン（2019年改訂版）」
P28に記載されている
・新生児・乳児消化管アレルギー
・口腔アレルギー症候群
・食物依存性運動誘発アナフィラキシー
に関する内容を追記しました。

マニュアルP2第１章 食物アレルギーに関する基礎知識



３．改訂内容の詳細(3)
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➨②消防機関・医療機関等との連携について
記載内容を変更しました。

マニュアルP5第１章 食物アレルギーに関する基礎知識



３．改訂内容の詳細(4)
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➨【食物アレルギー対応の原則】
✧重篤度の高い原因食物（そば・ピーナッツ）
に，“ナッツ類”を追加しました。

➨吹き出し
「食物アレルギー対応に関する同意書」様式4
の対応内容②において，製造ラインの可否を
保護者に確認する項目を追加しました。

マニュアルP6第２章 食物アレルギー対応の基本的な考え方



３．改訂内容の詳細(5)
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➨補足 “完全除去対応”について
“一部除去等の個別対応”はヒューマン
エラー等による誤食事故のリスクが高
まることから，本市の教育・保育施設
等における食物アレルギー対応は，
“完全除去対応”とすることを追記
しました。

マニュアルP6第２章 食物アレルギー対応の基本的な考え方



３．改訂内容の詳細(6)
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➨★重要ポイント★Q＆A②を追加しました。

マニュアルP7第２章 食物アレルギー対応の基本的な考え方



３．改訂内容の詳細(7)
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➨１除去食品についての確認事項
国の「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019年改訂版）」P44に基づき，
家庭からの弁当持参を検討する事案を追加しました。

マニュアルP8第２章 食物アレルギー対応の基本的な考え方



３．改訂内容の詳細(8)
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➨２加工食品のアレルギー表示について
消費者庁からの通知に基づき，
【特定原材料等の表示】の内容を変更
しました。
■特定原材料
・「くるみ」を追加

■特定原材料に準ずるもの
・「くるみ」→「アーモンド」
・「まつたけ」→「マカダミアナッツ」

➨(2)食品の注意喚起の表示は，製造者の
任意表示であり義務表示ではないこと等
を追記しました。

➨くるみ表示義務化についてのポイントを
追記しました。

マニュアルP9第２章 食物アレルギー対応の基本的な考え方



３．改訂内容の詳細(9)
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➨④保護者との面談
「食物アレルギー対応に関する同意書」」
様式4は，生活管理指導表の提出の都度
園において太枠内の対応内容を記入し，
保護者に説明し同意を得ていただくこと
として，内容を変更しました。

【理由】
生活管理指導表の内容に変更が無い場合でも，園と保護者において対応方法に認識のずれ

が生じないよう，生活管理指導表の提出の都度，「食物アレルギー対応に関する同意書」
様式4により，保護者の同意を得たうえで対応する必要があるためです。

マニュアルP11第３章 食物アレルギー対応のながれ



３．改訂内容の詳細(10)
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➨１献立作成時−②重篤度の高い原因食物
そば・ピーナッツに“ナッツ類”を追記
しました。

マニュアルP12第４章 給食や食物・食材を扱う活動における留意点



３．改訂内容の詳細(11)
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➨本市の公立保育所の食物アレルギー用食器の参考例を追記しました。

マニュアルP15第４章 給食や食物・食材を扱う活動における留意点



３．改訂内容の詳細(12)
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➨６所管部署への報告
【報告の対象となる重大事故の範囲】
及び【連絡先】を変更しました。

マニュアルP21第５章 緊急時の対応



３．改訂内容の詳細(13)
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様式2ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ自己注射薬（ｴﾋﾟﾍﾟﾝ®）に関する同意書
➨保護者の押印欄を廃止し，保護者自署に変更しました。

➨対応内容②ｴﾋﾟﾍﾟﾝ®を接種した際は，
職員がすぐに“救急搬送すること”
から”救急車を要請すること“に変更しました。
（児童を職員の車に乗せて，職員が搬送するの
ではなく，適切に救急車を要請する必要がある
ことから記載を変更したもの）

➨改訂時期（令和7年2月一部改訂版）を追記しました。

マニュアルP33様式一覧



３．改訂内容の詳細(14)
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様式3緊急時内服薬与薬依頼書
➨保護者の押印欄を廃止し，保護者自署に変更しました。

➨※薬剤情報提供書（処方された薬剤の情報が記載され
ているもの）は原本ではなく，写しでもよいことから，
“写し”を追記しました。

➨改訂時期（令和7年2月一部改訂版）を追記しました。

マニュアルP34様式一覧



３．改訂内容の詳細(15)
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様式4食物アレルギー対応に関する同意書
➨保護者の押印欄を廃止し，保護者自署に変更しました。

➨“（太枠内：施設記入）”を追記しました。

➨対応内容②給食・離乳食−２完全除去対応の欄に，
※製造ライン等で原因食物を含有する食品の摂取
の可否を確認する項目を追記しました。
また，不可の場合は，施設等で調理した給食を提供する
ことが困難なため，家庭からの弁当持参をお願いする
場合があることを追記しました。

➨※において，生活管理指導表が同じ内容で更新された場合
にも，本同意書を提出することを追記しました。

➨改訂時期（令和7年2月一部改訂版）を追記しました。

マニュアルP35様式一覧



３．改訂内容の詳細(16)

20

様式5除去解除申請書
➨“主治医”を“かかりつけ医”に変更しました。
（本マニュアル内の記載を統一）

➨保護者の押印欄を廃止し，保護者自署に変更しました。

➨改訂時期（令和7年2月一部改訂版）を追記しました。

マニュアルP36様式一覧



４．本マニュアルの内容に関する問合せ先等
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本マニュアル及び様式データは本市のホームページにも掲載しております。
宇都宮市ホームページ（ページID１０２３２３０）
トップページ＞子育て・教育＞子育て＞保育園・幼稚園＞保育
＞教育・保育施設等における食物アレルギー対応マニュアル

ご不明点等がございましたら，
宇都宮市子ども部保育課管理グループ（６３２−２３２２）まで
ご連絡いただきますようお願いいたします


